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今
こ
そ
患
者
負
担
減
め
ざ
す

④④

選
挙
後
の
情
勢
と

選
挙
後
の
情
勢
と

運
動
の
ポ
イ
ン
ト

運
動
の
ポ
イ
ン
ト

小
澤
力
政
策
部
長

　

レ
セ
電
子
請
求
の
義
務
化

と
並
ん
で
歯
科
医
療
機
関
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
の

が
、
保
険
外
併
用
療
養
費
制

度
の
拡
大
、
つ
ま
り
混
合
診

療
の
拡
大
だ
。

　

政
府
は
、
保
険
外
併
用
療

養
費
の
範
囲
拡
大
を
行
政
刷

新
会
議
の
規
制
・
改
革
に
関

す
る
分
科
会
（
規
制
改
革
分

科
会
）
か
ら
出
さ
れ
た
第
一

次
報
告
書
（
６
月
15
日
）
に

基
づ
き
、
同
月
18
日
に
閣
議

決
定
し
た
。

　

規
制
改
革
分
科
会
は
、
自

公
政
権
時
代
の
規
制
改
革
会

議
が
そ
の
前
身
だ
。
構
成
員

も
規
制
改
革
会
議
議
長
の
草

刈
隆
郎
氏
（
日
本
郵
船
）
を

会
は
「
患
者
が
受
け
た
い
医

療
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う

状
況
を
可
能
な
限
り
解
消
す

べ
き
」「
患
者
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
て
」
な
ど
と
、
さ
も
患

者
側
の
要
求
に
従
っ
た
も
の

始
め
、
診
療
報
酬
の
証
券
化

を
提
唱
す
る
松
井
道
夫
氏

（
松
井
証
券
）
な
ど
、
副
大

臣
と
政
務
官
を
除
く
15
人
の

う
ち
５
人
が
自
公
政
権
時
代

と
同
じ
メ
ン
バ
ー
。
民
主
党

れ
は
、公
的
医
療
の
縮
小
と
、

患
者
の
保
険
外
医
療
費
負
担

が
増
加
し
、
患
者
の
経
済
格

差
が
医
療
格
差
に
つ
な
が
る

か
ら
だ
。

　

全
日
本
民
主
医
療
機
関
連

の
よ
う
に
保
険
外
併
用
療
養

費
拡
大
を
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
、
日
本
難
病
・
疾
病

団
体
協
議
会
な
ど
の
患
者
団

体
は
、
混
合
診
療
解
禁
論
に

明
確
に
反
対
し
て
き
た
。
そ

さ
れ
れ
ば
、
受
診
抑
制
が
さ

ら
に
拡
大
す
る
。
規
制
改
革

分
科
会
が
本
当
に
患
者
の
立

場
に
た
つ
の
で
あ
れ
ば
、
何

よ
り
も
先
に
高
す
ぎ
る
窓
口

負
担
や
保
険
料
の
引
き
下

合
会
等
の
調
査
に
よ
る
と
、

高
す
ぎ
る
国
保
料
が
払
え
ず

無
保
険
と
な
り
、
手
遅
れ
に

な
る
事
例
が
後
を
絶
た
な

い
。
保
険
外
併
用
療
養
費
と

い
う
名
で
混
合
診
療
が
拡
大

機
を
深
刻
化
さ
せ
る
だ
け

だ
。
い
ま
大
切
な
こ
と
は
、

社
会
保
障
と
し
て
の
歯
科
医

療
を
実
現
し
、
誰
も
が
お
金

の
心
配
な
く
、
安
心
し
て
歯

科
医
療
に
か
か
れ
る
保
険
制

度
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ

る
。
お
金
の
あ
る
な
し
で
受

診
格
差
が
生
ま
れ
て
は
い
け

な
い
。

　

協
会
は
、
混
合
診
療
拡
大

の
動
き
に
は
反
対
の
立
場
を

貫
い
て
い
る
。
秋
か
ら
は
窓

口
負
担
の
大
幅
軽
減
な
ど
を

求
め
る
署
名
に
取
り
組
む
。

会
員
の
先
生
方
の
協
力
を
お

願
い
し
た
い
。 
（
つ
づ
く
）

に
活
路
を
見
い
だ
そ
う
と
す

る
動
き
も
あ
る
。
格
差
社
会

が
進
む
な
か
、
自
ら
の
経
営

危
機
を
患
者
の
負
担
増
で
打

開
す
べ
き
で
は
な
い
。そ
れ

は
、か
え
っ
て
歯
科
医
療
危

げ
、
保
険
給
付
範
囲
の
速
や

か
な
拡
大
を
主
張
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

　

経
営
の
厳
し
い
歯
科
界

は
、
保
険
外
併
用
療
養
費
と

り
わ
け
、
選
定
療
養
の
拡
大

政
権
下
の「
構
造

改
革
」推
進
の
中

心
勢
力
と
な
っ
て

い
る
。

　

規
制
改
革
分
科

し
て
、
①
レ
セ
プ
ト
へ
の
算

定
日
記
載
②
明
細
書
発
行―

―

の
２
つ
の
義
務
化
を
挙

げ
、「
レ
セ
電
は
オ
ン
ラ
イ

ン
義
務
化
と
、
税
と
社
会
保

障
共
通
番
号
制
へ
の
布
石

だ
」
と
批
判
し
た
。
レ
セ
電

を
導
入
す
る
こ
と
で
「
医
療

や
税
、
年
金
な
ど
あ
ら
ゆ
る

個
人
情
報
を
国
が
掌
握
す
る

制
度
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

こ
れ
に
私
た
ち
が
手
を
貸
す

の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
」
と

訴
え
た
。

　

小
澤
氏
は
「
レ
セ
電
と
明

細
書
義
務
化
撤
回
の
カ
ギ

は
、
ど
の
よ
う
に
世
論
を
巻

き
込
ん
だ
運
動
を
展
開
す
る

か
に
あ
る
」
と
し
、
協
会
に

　

民
主
党
の
「
税
制
改
革
」

の
方
向
性
に
つ
い
て
清
家
氏

は
、「
所
得
税
は
中
低
所
得

者
に
増
税
し
、
高
所
得
者
に

は
減
税
す
る
。
法
人
税
は
引

き
下
げ
、
消
費
税
は
増
税
す

る
と
い
う
自
公
政
権
の
流
れ

を
い
っ
そ
う
進
め
て
い
く
も

の
だ
」
と
強
調
し
た
。

　

清
家
氏
は
、
所
得
１
億
円

以
上
に
な
る
と
税
の
負
担
率

が
急
減
し
て
い
る
実
態
（
図

２
）
を
示
し
な
が
ら
、「
税

制
改
正
大
綱
」
で
は
、
金
融

所
得
が
多
い
高
所
得
者
へ
の

減
税
や
、
所
得
税
の
最
高
税

率
引
き
下
げ
を
示
唆
し
て
い

る
と
指
摘
。
一
方
で
「
各
種

控
除
の
見
直
し
で
課
税
最
低

限
を
大
幅
に
引
き
下
げ
、
中

低
所
得
者
へ
の
増
税
を
示
し

て
い
る
」
と
批
判
し
た
。

　

法
人
税
に
関
し
て
は
、
１

９
８
７
年
以
来
、
減
税
が
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
、
民
主
党
の
「
税
制
改

革
」
で
は
法
人
実
効
税
率
を

現
在
の
40
・
69
％
か
ら
30
％

程
度
に
引
き
下
げ
「
巨
大
な

利
益
を
上
げ
て
い
る
大
企
業

に
大
幅
な
減
税
を
す
る
も
の

だ
」
と
説
明
。
７
割
以
上
が

赤
字
の
中
小
企
業
に
は
減
税

の
恩
恵
は
な
く
、
課
税
ベ
ー

ス
の
拡
大
で
増
税
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
と
述
べ
た
。

　

消
費
税
増
税
に
つ
い
て
清

家
氏
は
、「
い
っ
た
ん
10
％

に
上
げ
ら
れ
る
と
増
税
路
線

が
加
速
す
る
危
険
性
が
あ

る
。
貧
困
と
格
差
を
助
長

し
、
低
所
得
者
の
生
活
が
ま

　

２
０
１
０
年
「
税
制
改
正

大
綱
」
で
「
税
制
に
お
け
る

既
得
権
益
を
一
掃
し
、
租
税

特
別
措
置
を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
か

ら
見
直
し
」
と
明
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
冨
本

氏
は
、
そ
の
な
か
で
も
社
会

保
険
診
療
報
酬
の
所
得
に
か

か
わ
る
「
租
税
特
別
措
置
法

26
条
と
67
条
、
事
業
税
非
課

税
措
置
の
廃
止
が
焦
点
に
な

っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。

　

措
置
法
が
廃
止
さ
れ
れ

ば
、
医
院
で
約
38
万
円
の
増

税
と
な
る
。
冨
本
氏
は
、

「
保
険
医
の
公
益
的
性
格
」

を
認
め
た
措
置
法
の
導
入
経

緯
を
解
説
。「
民
主
党
政
権

は
、
措
置
法
の
歴
史
的
経
過

を
無
視
し
、
診
療
報
酬
の
適

正
化
の
議
論
を
置
き
去
り
に

し
た
ま
ま
見
直
し
の
対
象
に

し
て
い
る
」
と
批
判
し
た
。

　

協
会
の
試
算
で
は
、
事
業

税
非
課
税
措
置
の
廃
止
で
歯

科
診
療
所
平
均
52
万
３
０
０

０
円
の
負
担
増
に
な
る
。
冨

本
氏
は
、
医
療
機
関
へ
事
業

税
を
課
税
す
る
動
き
に
対

し
、「
医
業
の
公
益
性
が
ど
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
か
が
問

わ
れ
て
い
る
」と
強
調
し
た
。

　

消
費
税
の
「
損
税
」
問
題

に
触
れ
た
冨
本
氏
は
、
消
費

税
が
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ

る
と
１
３
３
万
円
の
負
担
に

な
る
と
指
摘（
図
３
）。
会
員

の
６
割
が
医
療
へ
の
ゼ
ロ
税

率
の
適
用
を
求
め
て
い
る
こ

と
を
示
し
な
が
ら
、「
損

税
」
の
解
消
を
求
め
た
。

　

最
後
に
冨
本
氏
は
、
医
業

税
制
の
改
悪
に
つ
い
て
「
医

業
の
公
益
性
を
無
視
し
、〝
医

療
改
悪
〞
を
加
速
さ
せ
る
」

と
厳
し
く
批
判
。「
地
域
医
療

を
支
え
る
歯
科
医
院
が
充
実

し
た
歯
科
医
療
を
継
続
す
る

た
め
に
は
、
医
業
の
公
益
性

を
税
制
上
で
も
貫
徹
す
る
こ

と
が
必
要
」
と
強
調
し
た
。

講演概要講演概要
　

協
会
が
８
月
22
日
に
開
催
し
た
サ
マ
ー
セ
ミ

ナ
ー
で
、
①
小
澤
力
政
策
部
長
が
レ
セ
プ
ト
電

子
請
求
の
狙
い
②
清
家
裕
税
理
士
が
民
主
党

「
税
制
改
革
」
の
影
響
③
冨
本
昌
之
経
税
部
長

が
政
府
が
進
め
る
医
業
税
制
改
悪―

を
テ
ー
マ

に
そ
れ
ぞ
れ
講
演
し
た
。概
要
を
紹
介
す
る
。

サマーセミナー2010

レセ電、税制改革と医院への影響

（図１）　レセ電に向けた議論が進展

自　公自　公
規制改革のための３か年
計画

【レセプト様式の見直
し】
・ 傷病名と医療行為のリ
ンク付けの検討

・ 傷病名コードの統一の
推進

・ 処方せん、調剤レセプ
トにおける医療機関コ
ードの記載

・ 診療行為年月日の記載
・ 情報活用体制の整備

民　主民　主
規制・制度改革に関する
分科会の議論

【レセプト等医療データ
の利活用促進】
・ 次期診療報酬改定に向
け て、「 ICD10コ ー
ド」の採用を含めてレ
セプト様式の見直しを
検討する
・ レセプト情報を一元化
したデータベースにつ
いて、第三者も利用で
きるよう利活用のルー
ルを決定する

2007年医療経済実態調査データによる消費税損税試算 （単位：円）

2007年（５％）200X年（８％）200X年（10％）
Ⅰ消費税相当分の収入金額
（保険外収入に含まれる消費税） 22,541 36,066 45,082

Ⅱ医業費用に関わる消費税
支出分 55,529 88,658 110,671

Ⅲ消費税収支差額（Ⅰ－Ⅱ） ▲32,988 ▲52,592 ▲65,589
Ⅳ年間消費税収支差額（Ⅲ×12） ▲395,856 ▲631,104 ▲787,068

（図３）　歯科における消費税の「損税」額

10％になれば約133万円の損税負担に！
免税事業者なら消費税５％で年約67万円の損税

レ
セ
電
は
番
号
制
へ
の
布
石

小
澤
力
副
理
事
長
・
政
策
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長

低
所
得
者
へ
の
増
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清
家
裕
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士

税
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改
悪
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医
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崩
壊
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理
事･

経
税
部
長

（備考）国税庁「2007年分申告所得税標本調査」より作成。（合計所得金額：円）
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（図２）　申告納税者の所得税負担率（2007年分）

す
ま
す
困
難
に
な
る
」
と
述

べ
た
。

　

税
と
社
会
保
障
共
通
番
号

制
や
歳
入
庁
が
議
論
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
対
し
、
中
低
所

得
者
か
ら
税
を
取
り
立
て
る

た
め
の
整
備
で
あ
り
、
課
税

の
〝
適
正
化
〞
の
名
の
下
に

罰
則
を
強
化
す
る
も
の
だ
、

と
批
判
し
た
。

意
見
を
寄
せ
て
ほ
し
い
と
呼

び
か
け
た
。

に
よ
る
目
的
外
使
用―

―

の

２
点
を
指
摘
し
、「
レ
セ
電

の
背
景
は
ア
メ
リ
カ
と
財
界

に
よ
る
規
制
改
革
要
望
に
あ

る
」
と
述
べ
た
。

　

小
澤
氏
は
、
レ
セ
電
を
進

め
て
き
た
政
府
の
規
制
改
革

会
議
の
主
要
メ
ン
バ
ー
が
、

政
権
交
代
後
も
行
政
刷
新
会

議
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と

を
示
し
な
が
ら
、
財
界
に
よ

る
圧
力
が
強
化
さ
れ
て
い
る

と
指
摘（
図
１
）。
そ
の
例
と

　

小
澤
氏
は
、
レ
セ
プ
ト
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
を
撤

回
さ
せ
た
協
会
運
動
を
評
価

し
た
上
で
、
レ
セ
電
子
請
求

を
原
則
化
し
た
改
正
省
令
１

５
１
号
に
つ
い
て
「
大
き
な

課
題
が
残
さ

れ
て
い
る
」

と
強
調
し

た
。
レ
セ
電

の
問
題
点
と

し
て
①
医
療

費
抑
制
と
市

場
化
を
主
目

的
と
し
た
医

療
「
構
造
改

革
」
②
レ
セ

プ
ト
デ
ー
タ

集
約
に
よ
る

国
民
の
監
視

と
民
間
企
業

民主党「税制改革」について解説する清家氏（左）
と聞き入る参加者＝８月22日、保険医会館　　

※ なお、医業収入のみであり、かつ、保険診療以外の収入が1,000
万円を超えない場合は消費税免税事業者であることから、患者に
対して消費税額を転嫁していないことが想定できる。その場合は
上記「Ⅱ費用に関わる消費税支出分」全額が１月あたりの損税額
になる


